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１．環境影響評価の流れ

環境影響評価（環境アセスメント）とは

環境影響評価に関する図書



１．環境影響評価の流れ

環境影響評価の項目・手法の決定までの流れ



都市計画対象道路事業実施区域 位置図

２．事業特性と地域特性



２．事業特性と地域特性

都市計画対象道路事業の概要（事業特性）



２．事業特性と地域特性

都市計画対象道路事業の概要（事業特性）構造の概要
名古屋三河道路（西知多道路〜名豊道路区間）の基本的構造（標準的な断面図）



２．事業特性と地域特性

地域の概要（調査区域の地域特性）
事業実施区域及びその周囲（調査区域）の自然的状況及び社会的状況について、既存の文献等を調査しました。

・大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）については、すべての一般環境大気測定局で環境基準を達成してい
ます。

・騒音及び振動については、一般環境騒音は18地点のうち17地点の測定地点で環境基準を達成しています。自動
車騒音の測定（面的評価）は令和5年度に14箇所で行われており、12箇所が環境基準達成率90％以上となって
います。
騒音規制法に基づく要請限度の調査は令和5年度に23地点で行われており、すべての地点で要請限度を超過し
ていません。振動規制法に基づく道路交通振動の測定は令和5年度に10地点で行われており、すべての地点で
要請限度を超過していません。

・水質、地下水、土壌汚染等の調査では、水質は河川及び海域共に一部の生活環境項目が環境基準を超過してい
る地点があり、地下水水質も一部の項目が環境基準を超過している地点があります。土壌汚染は、1地点で調
査を実施しており、環境基準を達成しています。

・環境省や愛知県のレッドリスト等に該当する重要種などが、哺乳類4種、鳥類101種、両生類4種、爬虫類5種、
昆虫類67種、クモ類15種、貝類25種、魚類17種、 底生動物1種、維管束植物179種、非維管束植物4種が確認
されています。

自
然
的
状
況

・事業実施区域の土地利用現況は、境川の西側に市街地、田、田以外の農用地、森林が混在して分布し、東側に
市街地と田が分布しており、全ての市町で用途地域が指定されています。また、交通の状況として、一般国道
23号、一般国道155号、一般国道366号、一般国道419号、主要地方道名古屋半田線、名古屋鉄道常滑線・河和
線・三河線、JR武豊線等が存在しています。

・事業実施区域には「環境配慮が特に必要な施設」として、小学校や中学校、幼稚園、病院や福祉施設などが存
在しています。

社
会
的
状
況



３．環境影響評価の項目

環境影響評価の項目

注1）〇︓選定した項目
注2）この表は、国土交通省令、県条例などに基づき作成しています。



３．環境影響評価の項目

注1）〇︓選定した項目
注2）この表は、国土交通省令、県条例などに基づき作成しています。



３．環境影響評価の項目

注1）〇︓選定した項目
注2）この表は、国土交通省令、県条例などに基づき作成しています。



３．調査・予測・評価の手法

調査・予測の手法



４．調査・予測・評価の手法



４．調査・予測・評価の手法

評価の手法

 回避又は低減に係る評価
事業を行った場合の環境への影響について、事業者により実行可能
な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じ
その他の方法により環境保全への配慮が適正になされているかどう
かについて評価します。

 基準又は目標との整合
法令等で定められている基準又は目標と、調査及び予測の結果との
間に整合が図られているかどうかについて評価します。



５．手続について

都市計画手続及び環境影響評価手続の流れ
都市計画手続の流れ 環境影響評価手続きの流れ



５．手続について

「環境影響評価方法書」の縦覧について



５．手続について

「意見書」の提出について


